
JP 5306395 B2 2013.10.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異方性特性を有する繊維材料からなる複数の隣り合う層を備えている、流体を濾過する
ための多孔性ウェブであって、
　少なくとも２つの隣り合う層のベクトル特性の異方性の方向が、０°より大きい角度差
で互いに相違し、
　ｍ個の層を有していて、ｍの値が２ないし１００であり、先行する層の異方性の方向に
対して、各層の異方性の方向が３６０°：ｍと等しい角度でずれていることを特徴とする
多孔性ウェブ。
【請求項２】
　上記異方性の方向は、ウェブ面内における方向であり、該方向に沿って上記ベクトル特
性が最大値をもつことを特徴とする、請求項１に記載の多孔性ウェブ。
【請求項３】
　上記ベクトル特性は、上記層の引張特性であることを特徴とする、請求項１又は２に記
載の多孔性ウェブ。
【請求項４】
　上記ベクトル特性は、上記層の破断点伸びであることを特徴とする、請求項１～３のい
ずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
【請求項５】
　上記少なくとも２つの層の異方性の方向が、８°ないし９０°の角度で互いにずれてい
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ることを特徴とする、請求項１～４のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
【請求項６】
　上記すべての層の異方性の方向を示すベクトルが同一の絶対値をもつことを特徴とする
、請求項１～５のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
【請求項７】
　上記少なくとも２つの層の異方性の方向を示すベクトルの絶対値が、５０％までの範囲
内で相違することを特徴とする、請求項１～５のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
【請求項８】
　上記層は、溶融吹き付け繊維ウェブであることを特徴とする、請求項１～７のいずれか
１つに記載の多孔性ウェブ。
【請求項９】
　上記層は、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート及びポリブチレンテレフタレ
ートの中から選択された繊維形成材料で形成されていることを特徴とする、請求項１～８
のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
【請求項１０】
　入口ポート及び出口ポートを有するハウジングと、請求項１～９のいずれか１つに記載
の少なくとも１つの多孔性ウェブとを備えていることを特徴とする、生体液を濾過するた
めのフィルタ装置。
【請求項１１】
　血液又は血液成分の白血球を減少させるために生体液を生体外で濾過する方法であって
、請求項１０に記載のフィルタ装置を通して上記生体液を供給することを特徴とする方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルタ部材（filter element）ないしは濾過部材として有用な多孔性ウェ
ブ（porous web）と、該多孔性ウェブを備えたとくに生体液を濾過するためのフィルタ装
置（filter device）ないしは濾過装置とに関するものである。
【０００２】
　本発明は、ある特定の実施態様では、血液及び血液成分を濾過するためのフィルタ装置
に関するものである。ただし、本発明を、このような特定の実施態様に限定することを意
図しているわけではない。
【背景技術】
【０００３】
　従来、血液及び血液成分の濾過、とくに白血球の除去には、複数の隣り合う溶融吹き付
けウェブ（melt-blown web）又は溶融吹き付け層を備えた多孔性部材が用いられている。
【０００４】
　溶融吹き付け処理法は、ほぼ５０年前から不織布の製造に大々的に用いられているが、
この処理法においては、熱可塑性の繊維形成ポリマが、数百の小さいオリフィスを備えて
いる直線状の金型を通って押し出される。金型の左側及び右側から抜け出る高温の空気の
流れが、押し出されたポリマの流れを急速に減衰させ、極めて微小径の繊維を形成する。
【０００５】
　この後、流れが減衰させられた繊維は、高速の空気によって収集スクリーンに吹き付け
られる。これにより、単一の集合的な工程により、微細な自己結合した不織の溶融吹き付
けウェブを形成することができる。繊維の確率的な空間的堆積に起因して繊維の網目状の
結合が生じている溶融吹き付けウェブは、一般に、無秩序（ランダム）に分布させられた
繊維によって構成されているものと考えられてきた。
【０００６】
　しかし、近年、物理的な観点から、多穴式の溶融吹き付け処理法が一部で研究されてい
る。この処理法は、例えばコンピュータ流体力学（ＣＦＤ）などの数学／物理モデル化法
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及び画像処理技術の効果的な助力により行われている。
【０００７】
　実際、溶融吹き付けウェブは方向性ないしは配向性（orientation）を有している。こ
の方向性は、材料のレオロジー（流動特性）や、溶融吹き付け装置の仕様（とくに、吸引
手段、ベルト及び金型ブロックの仕様）や、装置の装備ないしは設定などに依存し、さら
に運転条件、とくに空気力学条件及び熱条件に依存する。
【０００８】
　商業的な溶融吹き付け処理法においては、２つのよく知られた方向が存在する。これら
は、流れ方向（ＭＤ：Machine Direction）及び交差方向（ＣＤ：Cross Direction）と称
されている。ここで、流れ方向は、製造時におけるロールの長手方向に沿った時間ととも
に進む方向である。また、交差方向は、溶融吹き付け流線の幅方向であり、「ロール幅方
向」又は「ロール高さ方向」とも呼ばれている。
【０００９】
　最終的な結果に影響を及ぼす溶融吹き付け処理法のすべての変数によって与えられる演
繹的なウェブの異方性を解明することは困難であるとしても、不織ウェブが製造された後
には、ウェブの異方性の態様を推定することは比較的容易である。
【００１０】
　動力計についての国際的な基準の１つ（例えば、ＥＤＡＮＡ２０．２－８９基準）によ
り実施することができる、非常に単純な張力強度試験は、２つのパラメータにより、ウェ
ブの方向性について明確な示唆を与える。これらのパラメータは、ＭＤ及びＣＤの両方に
おける任意の材料について測定される、最大荷重がかけられた時における伸び（破断点伸
び）と、ウェブの破壊が生じる荷重（破壊強度）とである。上記引張特性の値の比ＭＤ／
ＣＤは、一般に、繊維の方向性の指標であると理解されている。
【００１１】
　ウェブの微視的な構造についてのより最近の研究によれば、異なるパラメータと繊維断
面積の比ＭＤ／ＭＣもまた有用であるということが確認されている。ウェブの異方性を把
握するためのより詳しい方法は、例えば非特許文献１に記載されている。
【００１２】
　任意のウェブの破壊荷重は、例えば高温カレンダー加工により修正することができるが
（すなわち、繊維と繊維の接触部の数及び材料の固有の厚さを修正する）、ＭＤ及びＣＤ
は、異なる破断点伸びにより明らかに区別可能である。
【００１３】
　また、繊維の方向性分布関数（ＯＤＦ：Orientation Distribution Function）を予測
するための技術として有効なフラウンフォーファー回折法も提案されている（非特許文献
２参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】ランダル・Ｒ・ブレッセ（テネシー州、クノクシビレ、テネシー大学材
料科学・工学科）、ユーゼア・Ａ・クレシ（ジョージア州、バッドフォード、ジェンテッ
クス株式会社）著「溶融吹き付けウェブ構造についての処理条件の影響：第１部－ＤＣＤ
」、ＩＮＪ、２００４年春発行
【非特許文献２】ラオル・ファラーら（米国、ノースカロライナ州、レイライ、ノースカ
ロライナ州立大学、繊維単科大学）著「ロボットの溶融吹き付け集合システムにより形成
される溶融吹き付け構造の研究：繊維の方向性についての処理パラメータの影響」、ＩＮ
Ｊ、２００２年冬発行
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　ウェブ内における繊維の異方性（anisotropy）は、ウェブの細孔構造（「細孔の形状」
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）に直接的に関連している。また、最近の研究によれば、不織布の濡れ特性（wetting pr
operties）は、ウェブ構造の異方性によって著しく影響を受けるということが証明されて
いる。
【００１６】
　本発明は、不織布ウェブ、とくに溶融吹き付けウェブの異方性特性（anisotropy prope
rties）を有効に利用して、良好な濾過性能及び／又は吸着性能を備えたフィルタ部材と
して有用な複数層ウェブ（多層ウェブ）を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　かくして、本発明の要旨は、異方性特性を有する繊維材料からなる複数の隣り合う層を
備えている、流体を濾過するための多孔性ウェブであって、少なくとも２つの隣り合う層
の所定の１つのベクトル特性（vectorial property）の異方性の方向（anisotropic dire
ction）が、０°より大きい角度差、好ましくは少なくとも８°の角度差で互いに相違し
ていることを特徴とする多孔性ウェブを提供するものである。
【００１８】
　また、本発明は、前記の１つ又は複数の複数層の多孔性ウェブを備えているインライン
型（配管組み込み型）のフィルタ装置（濾過装置）を提供する。さらには、生体液を濾過
するための、とくには血液又は血液成分を生体外で濾過するための、より特定すれば血液
又は血液成分から白血球を除去するための、上記フィルタ装置を用いる方法を提供する。
【００１９】
　本発明の要旨及び本発明の付加的な好ましい特徴は、添付の請求の範囲に記載されてい
る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施例１に係る複数層ウェブの斜視図である。
【図２】本発明の実施例２に係る複数層ウェブの斜視図である。
【図３】本発明の実施例３に係る複数層ウェブの斜視図である。
【図４】本発明の実施例４に係る複数層ウェブの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　添付の図面において、図１～図４は、それぞれ、本発明の実施例１～４に係る複数層の
多孔性ウェブの構造を示す模式的な斜視図である。しかしながら、本発明は、添付の図面
及び本明細書に記載された実施の形態に限定されるものと解釈すべきでないということが
理解できるであろう。
【００２２】
　本発明によれば、不織布層は、少なくとも２つの隣り合う層の異方性の方向がずれる（
振れる、食い違う）ように、すなわち整列しないように積層されている。異方性の方向を
決定する上において起こりうる経験的（実験的）な誤差を考慮すれば、少なくとも２つの
隣り合う層の異方性の方向は、少なくとも８°は相違しているのが好ましい。
【００２３】
　このようにして、これらの層の間に、より不規則な（erratic）流れが生成される。こ
の流れは、流体中の粒子と吸着性をもつウェブとの間の衝突の総数を増加させる。その結
果、粒子のより効果的な濾過／吸着が生じ、粒子が除去される。この作用は、とくに、白
血球を除去するためのフィルタの場合には有利である。ここで、吸着の機構（メカニズム
）は総括的なフィルタの性能に関して重要な役割を担う。なぜなら、よく知られているよ
うに、白血球の細胞の寸法は細孔の寸法よりも大きいので、白血球の大部分は、濾過され
るのではなく、フィルタウェブの表面に吸着されるからである。
【００２４】
　ここで、異方性の方向は、以下のように定義される。すなわち、この方向は、ウェブの
面（広がり面）内における方向であり、この方向に沿って選択されたベクトル特性が最大
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値をもつような方向である。選択されたベクトル特性は、好ましくはウェブの引張特性（
tensile property）であり、最も好ましくはウェブの破断点伸び（elongation at break
）である。しかしながら、その他のベクトル特性、例えば前記のような繊維の断面積を選
択してもよいということが理解できるであろう。
【００２５】
　より特定すれば、異方性の方向は、以下で特徴を示すような複数層のウェブの各層に対
して規定することができる、ベクトルのＯＤＦ（Orientation Distribution Function：
方向性分布関数）の方向である。
【００２６】
　ベクトルは、層表面と平行なＸＹ平面内に存在する。
【００２７】
［応用の点（point of application）］
　ベクトルが存在している層の幾何学的中心である。ベクトルを応用する点は、実際には
重要でないということを理解すべきである。なぜなら、本発明の基礎となっている理論（
原理）は、ＸＹ平面又は平行面への移動（translation）によって影響されないからであ
る。
【００２８】
［方向（direction）］
　ベクトルの方向は、選択されたベクトル特性が該ベクトルに沿って最大値をもち、ＯＤ
Ｆベクトルを規定（設定）する上において最大の破断点伸びが生じる方向であるのが好ま
しい。
【００２９】
［方向性（orientation）］
　ベクトルの方向性は重要ではない。なぜなら、本発明の基礎となっている理論はπ（１
８０°）の回転又はその繰り返しによって影響されないからである。
【００３０】
［長さ（length）］
　ベクトルの長さは、選択された特性、好ましくは破壊荷重（breaking load）の比ＭＤ
／ＣＤに比例するように設定することができる。
【００３１】
　溶融吹き付け層は、本発明に係るフィルタ及び複数層ウェブに好ましい材料を構成して
いる。それらは、コンベアベルト又は回転ドラムの上に集められたときには、上記の基準
によれば、異方性の方向を規定することができる平坦なウェブであると考えるべきである
。しかしながら、本発明の理論は、溶融吹き付け以外の技術により得られる不織布のウェ
ブに対しても、同様に応用することができるということが理解できるであろう。
【００３２】
　異方性の方向及び／又はＯＤＦベクトルは、各層に対する同一の基準により決定される
ということが理解できるであろう。とくに、破断点伸び及び破壊荷重を評価するための引
張強度試験は、ＭＤ及びＣＤの両方におけるのと同一の条件（同一の試験設定）で実施さ
れる。ウェブに対して実施される試験については、すでに説明した国際基準の１つ、好ま
しくはＥＤＡＮＡ２０．２－８９基準による手順を用いることが推奨される。
【００３３】
　より小さい寸法のウェブのサンプルに対して実施される試験については、必然的に、把
持部（grips）間の距離を小さくして試験を緩速化すること、例えば距離を３０ｍｍとし
、速度を２０ｍｍ／分とすることが推奨される。
【００３４】
　これらの条件の下では、ＯＤＦベクトルの適切な方向性を設定する上において許容でき
る実験的誤差は±４°である。これは、試験装置の把持部間の距離が１００ｍｍである場
合は、およそ±３．５ｍｍの実験的誤差を許容することに相当する。
【００３５】
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　未知のウェブの方向性のフィルタから抽出された層に関しては、フィルタハウジングの
複数の軸のうちの１つがＭＤ方向又はＣＤ方向と一致するものとして（一致するように）
引張強度試験を実施することが推奨される。
【００３６】
　ＯＤＦベクトルの規定（設定）に関しては、本発明の理論は、以下のように集約するこ
とができる。すなわち、複数層ウェブのうちの少なくとも２つの層に対しては、それらの
ＯＤＦベクトルのベクトル積（外積）が０ではなく、ベクトルＯＤＦの方向を規定する上
において許容できる実験的誤差は±４°である。
【００３７】
　換言すれば、ベクトルＡｉ及びベクトルＡｊを、それぞれ、ＸＹ平面内に存在するｉ番
目の層及びｊ番目の層のＯＤＦベクトルとし、αｉｊをベクトルＡｉとベクトルＡｊとが
挟む角度とし、Ｎを本発明を応用する層の全量とすれば、本発明の範囲は、次の状況をカ
バー（cover）することになる。
【００３８】

【数１】

【００３９】
　しかしながら、実用上の目的を達するためには、そしてとくに、流れ方向が既知である
溶融吹き付けウェブ又は不織ウェブから本発明に係る複数層ウェブを製造する上において
は、選択されたベクトル特性が上記のようにＯＤＦベクトルの正確な方向、又はこれに沿
って最大値をもつような方向を正確に特定（設定）することは必要ではないということを
理解すべきである。
【００４０】
　実際には、この場合は、異方性の方向は、ＣＤ又はＭＤに対応する各層に対する同一の
基準により、任意に選択することができ、複数層ウェブを構成している層を積層すること
ができる。これにより、少なくとも２つの隣り合う層のＭＤ又はＣＤは、０°より大きい
角度差、好ましくは８°より大きい角度差でずらされる（回転させられる）。
【００４１】
　複数層ウェブの層を構成している材料は、微小な繊維の溶融吹き付けに適する樹脂の中
から好ましく選択される。このような樹脂には、とくに、ポリプロピレン、ポリメチルペ
ンテン、ナイロン６、ポリエステルＰＥＴ、そして最も好ましいポリエステルＰＢＴが含
まれる。また、複数成分（多成分）の繊維で形成された層も含まれる。
【００４２】
　各層は、同一の材料で形成されてもよく、また異なる材料で形成されてもよい。
【００４３】
　溶融吹き付けウェブは、高温カレンダー加工（hot calendering）、積層加工（laminat
ing）、含浸加工（impregnating）、コーティング加工（coating）等の製造工程で加工が
施された溶融吹き付けウェブを用いてもよい。
【００４４】
　複数層ウェブにおいて用いられる層は、篩分（物理的）濾過と同一又は類似の機能を有
しているのが好ましい。また、異なる細孔寸法及び／又は異なるＣＷＳＴを有する層を用
いることも、本発明の範囲に含まれる。
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【００４５】
　典型的には、複数層ウェブの全体の厚さ（深さ）は、１ｍｍないし２００ｍｍの範囲で
あり、１つの層の厚さは、０．１ｍｍないし３ｍｍの範囲であろう。
【００４６】
　本発明の基礎となっている理論は、いくつかの異なる実施の形態にしたがって応用（修
正）することができるということを理解すべきである。
【００４７】
　図１～図４は、以下で実施例１～４として説明する典型的な実施の形態を示している。
本発明の実施の形態は、前記のように、選択されたベクトル特性又はＯＤＦベクトルをあ
らわすベクトルが、それらの方向が異なるだけであり、同一のベクトル絶対値（magnitud
e）を有している場合を含むとともに、上記ベクトルがその方向とベクトル絶対値とがと
もに異なる場合をも含む（例えば、それらのベクトル絶対値が５０％までの範囲、すなわ
ちｓｉｎα≠０かつ｜ベクトルＡｉ｜＝ｋ｜ベクトルＡｊ｜の場合、ただしｋ≦１．５）
。
【実施例１】
【００４８】
（図１）
　この実施例１においては、複数層ウェブは、２つの層集合を備えている。一方の層集合
においてはすべての層がＭＤの方向を向き、他方の層集合においてはすべての層がＣＤの
方向を向いている。各層集合は、（図１に示すように）同一の数の層を有していてもよく
、また異なる数の層を有していてもよい。複数層ウェブは、図示された配置形態に各層を
積み重ねた後、従来の切断／打ち抜き加工技術により作成される。
【実施例２】
【００４９】
（図２）
　この実施例２においては、複数層ウェブは、４つの層集合を備えている。各層集合は、
複数の層（すなわち３つの層）を有している。各層集合においては、全ての層が同一の方
向を向いている。最も上側の層集合の各層はＭＤの方向を向き、これに続く各層集合のＭ
Ｄの方向は、その前の層集合のＭＤの方向に対して、９０°だけ角度位置がずれている（
回転させられている）。
【実施例３】
【００５０】
（図３）
　実施例３の設定（set-up）ないしは仕様は、実施例２の設定に対応しているが、各層集
合は１つの層だけで構成されている。
【００５１】
　実施例１～３については、各層集合を構成している層の数は、広い範囲、例えば１ない
し５０の範囲で変えることができ、また層集合の数も広い範囲、例えば２ないし５０の範
囲で変えることができるということが理解されるであろう。
【実施例４】
【００５２】
（図４）
　前記のすべての実施例１～３においては、各層集合の異方性の方向は９０°ずつ変化し
ているが、実施例４では、各層の異方性の方向は、その前の層の異方性の方向に対して、
３６０°：ｍ（３６０°／ｍ）と等しい角度でずれている。なお、ｍは層の総数である。
【００５３】
　　［実施例１ａ～４ａ］
　後記の表１は、本発明の理論に従って製造された４つのフィルタ装置（実施例１ａ～４
ａ）による濾過の後における平均の白血球細胞（ＷＢＣ）と濾過時間とを測定して得た濾
過性能のデータを示している。
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　実施例１ａ～４ａに係るフィルタは、坪量（basis weight）が５０ｇ／ｍ２である溶融
吹き付けＰＢＴからなる同一の層を用いて製造されたものである。
【００５５】
　実施例１ａに係るフィルタは全部で３８の層からなり、これらの層は、図１に示す設定
（仕様）を３回繰り返すように配列されている。このフィルタは、３つの層からなる第１
の層集合と、それぞれ７つの層からなる５つの層集合とを有している。各層集合において
は、各層は同一の方向を向いている。奇数番目のすべての層集合は同一の方向を向き、か
つ偶数番目のすべての層集合は同一の方向を向いている。偶数番目の各層集合の方向は、
その前の奇数番目の層集合の方向に対して、９０°回転させられている。したがって、複
数層ウェブは、異方性の方向に関して２つの位置（position）ないしは姿勢と全部で５つ
の回転（rotation）ないしは位置変更とを有することを特徴とする。
【００５６】
　実施例２ａに係るフィルタもまた、全部で３８の層を有している。これらの層は、３つ
の層又は４つの層からなる各層集合が、層集合の総数が１２となるように交互に配置され
ている。層集合は、図２に示す設定を３回繰り返すように配列されている。かくして、偶
数番目の各層集合の方向は、その前の奇数番目の層集合の方向に対して、９０°回転させ
られている。したがって、このフィルタは、異方性の方向に関して４つの位置と、１１の
回転とを有する。
【００５７】
　実施例３ａに係るフィルタは、３４の層で構成され、これらの層は図３に示す設定に従
って配列されている。すなわち、偶数番目の各層はその前の奇数番目の層に対して、９０
°回転させられている。したがって、このフィルタの設定では、異方性の方向に関して４
つの位置と３４の回転とが存在する。
【００５８】
　実施例４ａに係るフィルタは、３４の層で構成され、これらの層は図４に示す設定に従
って配列されている。各層の方向は、その前の層の方向に対して、およそ９～１０°回転
させられている。
【００５９】
　実施例１ａ～４ａに係るフィルタの異方性特性は、表１に集約されている。表１には、
同一の濾過条件の下で決定された、濾過後における平均のＷＢＣの数と平均の濾過時間の
値が記載されている。
【００６０】
　実施例１ａ及び実施例２ａに係る両フィルタの濾過性能は、層の総数が互いに同一であ
るので、容易に比較することができる。異方性の方向に関して４つの位置を有し回転の数
が１１である実施例２ａに係るフィルタは、異方性の方向に関して２つの位置を有し回転
の数が５である実施例１ａに係るフィルタに比べて、濾過時間は長いが、良好な白血球除
去性能を有することが分かるであろう。
【００６１】
　また、実施例３ａ及び実施例４ａに係る両フィルタの性能は、層の数が３４で同一であ
りかつ各層がその前の層に対して回転させられているので、容易に比較することができる
。各層が徐々に回転させられている実施例４ａに係るフィルタは、各層がその前の層に対
して９０°の角度で回転させられている実施例３ａに係るフィルタに比べて、濾過時間は
長いが、良好な白血球除去性能を有する。
【００６２】

　　　　　　　　　　　　　　　表　１
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【００６３】
　本発明はまた、入口部及び出口部を有するフィルタハウジング内に、前記の複数層ウェ
ブからなる１つ又は複数のフィルタ部材（filter element）が配設されているフィルタ装
置に関するものでもある。
【００６４】
　前記の複数層ウェブ及びフィルタ装置の特定の応用例は、血液及び血液成分の濾過、例
えば全血（whole blood）、多血小板血漿、濃縮赤血球、濃縮血小板及び血漿の濾過であ
る。
【００６５】
　前記のように用いられるこのフィルタ装置は、この技術分野ではよく知られており、そ
れらの構造は、例えば欧州特許出願公開第３１３３４８号明細書に記載されている既知の
理論に従って構築することができる。これらは、使い捨ての血液バッグシステムで用いる
ための使い捨てのフィルタを含んでいる。このようなフィルタ装置は、白血球を除去する
ためのフィルタ部材のほか、異なる機能、例えばゲルを除去する機能を有するさらなるフ
ィルタ部材を含んでいてもよい。
【００６６】
　本発明の基礎となっている理論は、それらの特定の機能とは独立して、任意のこの種の
フィルタ部材に応用することができるということが分かるであろう。
【００６７】
　本発明の権利範囲には、生体液を生体外で濾過する方法、とくに血液及び前記の血液成
分から白血球を除去する方法も含まれている。
【００６８】
（実施態様）
１．　異方性特性を有する繊維材料からなる複数の隣り合う層を備えている、流体を濾過
するための多孔性ウェブであって、
　少なくとも２つの隣り合う層のベクトル特性の異方性の方向が、０°より大きい角度差
、好ましくは少なくとも８°の角度差で互いに相違していることを特徴とする多孔性ウェ
ブ。
２．　上記異方性の方向は、ウェブ面内における方向であり、該方向に沿って上記ベクト
ル特性が最大値をもつことを特徴とする、１．に記載の多孔性ウェブ。
３．　上記ベクトル特性は、上記層の引張特性であることを特徴とする、１．又は２．に
記載の多孔性ウェブ。
４．　上記ベクトル特性は、上記層の破断点伸びであることを特徴とする、１．～３．の
いずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
５．　上記異方性の方向は、上記層のＯＤＦベクトルの方向であることを特徴とする、１
．～４．のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
６．　上記少なくとも２つの層の異方性の方向が、８°ないし９０°の角度で互いにずれ
ていることを特徴とする、１．～５．のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
７．　上記すべての層の異方性の方向を示すベクトルが同一の絶対値をもつことを特徴と
する、１．～６．のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
８．　上記少なくとも２つの層の異方性の方向を示すベクトルの絶対値が、５０％までの
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範囲内で相違することを特徴とする、１．～６．のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
９．　上記層は、溶融吹き付け繊維ウェブであることを特徴とする、１．～８．のいずれ
か１つに記載の多孔性ウェブ。
１０．　上記層は、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート及びポリブチレンテレ
フタレートの中から選択された繊維形成材料で形成されていることを特徴とする、１．～
９．のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
１１．　それぞれ複数の層を有する複数の層集合を備えていて、
　各層集合においては、各層が、多孔性の複数層ウェブ内で同一の異方性の方向をもつよ
うに方向付けられ、少なくとも２つの連続する層集合の異方性の方向が、少なくとも８°
の角度差で互いに相違していることを特徴とする、１．～１０．のいずれか１つに記載の
多孔性ウェブ。
１２．　２ないし５０の層集合を備えていて、各層集合が１ないし５０の層を有している
ことを特徴とする、１１．に記載の多孔性ウェブ。
１３．　ある層集合の異方性の方向は、９０°の角度で、隣り合う層集合の異方性の方向
からずれていることを特徴とする、１１．又は１２．に記載の多孔性ウェブ。
１４．　複数の層を有していて、各層の流れ方向が、先行する層の流れ方向に対して、８
°ないし９０°の角度差でずれていることを特徴とする、１．～１０．のいずれか１つに
記載の多孔性ウェブ。
１５．　ｍ個の層を有していて、ｍの値が２ないし１００であり、先行する層の異方性の
方向に対して、各層の異方性の方向が３６０°：ｍと等しい角度でずれていることを特徴
とする、１．～１０．のいずれか１つに記載の多孔性ウェブ。
１６．　入口ポート及び出口ポートを有するハウジングと、請求項１．～１４．のいずれ
か１つに記載の少なくとも１つの多孔性ウェブとを備えていることを特徴とする、生体液
を濾過するためのフィルタ装置。
１７．　とくに血液又は血液成分の白血球を減少させるために生体液を生体外で濾過する
方法であって、
　１６．に記載のフィルタ装置を通して上記生体液を供給することを特徴とする方法。
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